
令和４年度中央鉱⼭保安協議会の報告

令和５年２⽉２８⽇
九州地⽅鉱⼭保安協議会
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報告内容（令和４年１２⽉８⽇開催分）

1. 鉱業労働災害防止計画に係る答申について

① 第１３次計画の取組状況及び評価

② 第１４次計画の概要

 ⽬次

2. 特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針に係る答申について

① 第５次方針の取組と評価

② 第６次方針の概要

3. 休廃止鉱山インフラのレジリエンス強化に関する取組状況第５次方針の取組
と評価

① 事業者、国の取組及び今後の対応方針

4. 石炭じん肺訴訟（和解等）の現状

令和４年１２月８日開催資料はこちら
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1. 鉱業労働災害防止計画に係る答申について （資料2-1）

① 第１３次計画の取組状況及び評価

鉱山保安マネジメントシステム関係

• 国は、鉱山保安マネジメントシステム導入の深化
を図るため、同鉱山保安マネジメントシステムに
かかる自己点検チェックリストの見直し、手引書
の改訂、小規模鉱山向けにイラストを活用した簡
易リスクアセスメント導入促進パンフレット等を
作成。その結果、それぞれの規模の鉱山で「本格
導入鉱山」割合が増加し、対策の効果は表れたも
のと評価。

• 一方で、未だ鉱山保安マネジメントシステムを導
入している鉱山（389鉱山（令和3年））のうち半
数以上の鉱山が本格導入鉱山に移行していないこ
とから、今後は、現状の分析や課題の抽出等によ
り、鉱山保安マネジメントシステムの導入促進方
法について検討することが必要。
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1. 鉱業労働災害防止計画に係る答申について （資料2-1）

① 第１３次計画の取組状況及び評価

鉱山災害の再発防止関係

• 国が、鉱山災害の再発防止のため、鉱山で災害が発生した後、速報及び詳
報を作成し、各産業保安監督部を通じて各鉱山へメール等により情報提供
を行い、類似災害の発生防止及び鉱山側の取組の活動促進を図っているこ
とは評価。
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1. 鉱業労働災害防止計画に係る答申について （資料2-1）

• 第１３次計画期間における３つの目標値全てが未達の見込みであることを
理由に次期計画の目標値を第１３次計画よりも緩和することは、結果的に
保安の後退につながることが懸念される。

• 一方で、近似曲線を用いた第９次計画以降の度数率の推移を踏まえると下
げ止まり傾向であり、第１３次計画の目標値が下限値となりつつあること
を考慮すると、次期計画の目標及び目標値は、第１３次計画と同値とすべ
き。

② 第１４次計画の概要
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1. 鉱業労働災害防止計画に係る答申について （資料2-1）

目標

② 第１４次計画の概要

○ 各鉱山において、災害を撲滅させることを目指す。

○ 全鉱山の災害発生状況として、計画期間５年間で、次の指標を達成する
ことを目標とする。

指標１：毎年の死亡災害は零（ゼロ）

指標２：災害を減少させる観点から、計画期間の５年間の
平均で度数率 ０．７０以下

指標３：重傷災害を減少させる観点から、計画期間の５年
間の平均で重傷災害（死亡災害を除く休業日数が
２週間以上の災害）の度数率０．５０以下

（※次期計画から「重篤災害」を「重傷災害」に統一）
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2. 特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針に係る答
申について （資料2-2）

① 第５次方針の取組と評価

• 第５次基本方針（平成25年度〜令和4年度）において、鉱害防止工事では、
限られた予算の中、坑廃水処理を優先したり、費用対効果等による工事見
直し、集中豪雨による災害復旧工事の追加等により、工事進捗率が低い実
績となった。

• また、義務者存在鉱山では、災害対策工事、集積場安定化工事等の新規工
事が増えて、実績が大きくなった。

• 坑廃水処理では、当初計画どおり排水基準を満足するための処理が実施さ
れたが、気象等や、一部の鉱山における製錬廃水等の使用済特定施設以外
の排水による影響等によって、当初計画と実績見込みの乖離が見られた。
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2. 特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針に係る答
申について （資料2-2）

② 第６次方針の概要

• 第６次基本方針（令和５年度〜令和１４年度）において、鉱害防止工事の
早期完了や坑廃水処理のコスト削減の加速化に加え、これまで培ってきた
パッシブトリートメントの社会実装や利水点等管理の導入の推進のほか、
2050年のカーボンニュートラル実現を見据えた鉱害防止事業の付加価値向
上といった新たな取組を目指す。

• 坑廃水処理の事業量計上に係る判断基準を明確化するとともに、今後、排
水基準等を満足しつつ継続的に坑廃水処理が行われているか、適切な評価
手法を検討する。
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（参考）



10

3. 休廃止鉱山インフラのレジリエンス強化に関する取組状況
（資料2-3-1、2-3-2（鉱業協会））

• 坑廃水処理を必要とする休廃止金属鉱山等のレジリエンス強化（鉱山毎
の復旧対策・手順の計画策定、設備・資材等の確保等）のため、事業者
は、業界団体において定めた改善方針の下、鉱山毎（５４鉱山）にアク
ションプランを策定し、レジリエンス強化の取組を実施中。

① 事業者、国の取組及び今後の対応方針

事業者の取組

• これまでのべ２１鉱山（令和元年度補正予算：１４鉱山、令和２年度補
正予算：３鉱山、令和３年度補正予算：４鉱山）に対し、非常用発電機
燃料タンクの増設（停電時の稼働時間の延長）や薬剤貯蔵タンクの増設
（道路不通時の稼働日数の延長）等に要する費用を支援。

国の取組（事業者の自主的取組に対する支援）
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3. 休廃止鉱山インフラのレジリエンス強化に関する取組状況
（資料2-3-1、2-3-2（鉱業協会））

• 今回のレジリエンス強化の取組（３年間）によって、自然災害による停
電、交通遮断が発生した場合にあっても、非常用発電機等を活用するこ
とで、最低３日間は坑廃水処理を継続する体制が概ね確立。

• 今後はこの体制を維持、向上させていくことが不可欠であり、引き続き、
自主保安体制の下、国・事業者・自治体が連携し、取組を進めていく。

① 事業者、国の取組及び今後の対応方針

今後の対応方針
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4. 石炭じん肺訴訟（和解等）の現状（資料2-4）

• 筑豊じん肺訴訟最高裁判決（平成１６年４月）以来、原告患者２,３３４名
に損害賠償金約１７７億円を支払い済み。（令和４年３月末時点）

• 裁判中の原告患者数は、札幌及び福岡の各地方裁判所の２件２４名。

• 労働局、労働基準監督署、医療機関等に対し、ポスター及びリーフレット
を送付し掲示・配布を要請する等、石炭じん肺訴訟の和解手続に関する広
報活動を実施。

（ポスター）
（リーフレット）


